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　19　　宿　　　　泊　　　　税（平成22年度）

　（１）　施　　設　　別　　調　　定　　額

調定額 課税人員 登録施設数

千円 人 件

  1 037 329   7 417 393     450

   446 150   4 461 499 …                        

   591 179   2 955 894 …                        

  1 022 025   7 271 252     347

   432 225   4 322 251 …                        

   589 800   2 949 001 …                        

   15 304    146 141     103

   13 925    139 248 …                        

   1 379    6 893 …                        

　（２）　地　　域　　別　　調　　定　　額

調定額 課税人員 登録施設数

千円 人 件

  1 037 329   7 417 393     450

  1 033 894   7 385 400     399

   3 162    29 667     41

    273    2 326     10

(備考） 1　税率100円は宿泊料金1人1泊1万円以上1万5千円未満の宿泊の税率。税率200円は宿泊料金1人1泊1万5千円以上の宿泊の税率。

　  　　2  施設数は平成23年3月末現在の登録施設数。課税人員は延べ人員数。

　　　　3  宿泊税は都の独自課税として平成14年10月から法定外目的税として新たに創設された。

 　 　　4　宿泊税の課税事務は千代田都税事務所が一括して取り扱っている。

区 分

総 計

税 率 100 円

税 率 200 円

ホ テ ル

税 率 100 円

税 率 200 円

旅 館

税 率 100 円

税 率 200 円

地 域

総 計

区 部

多 摩

支 庁
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